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論　　説

　抄　録　国内企業でも企業再編が常態化してきて久しいが，海外企業との間のライセンス契約書と
比して，国内企業間のライセンス契約書では，企業再編を意識していないものがまだ多くを占めてい
ると思われる。本稿ではライセンス契約において企業再編時に問題が生じやすい点について，単純化
した事例を通じて，問題に対応するための契約書ドラフティングを提案する。

ライセンス第１委員会
第 ２ 小 委 員 会＊
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1 ． はじめに

平成13年の改正商法および平成18年の会社法
の施行，また経済情勢のグローバル化に伴い，
企業グループ内の再編や企業間の再編が活発化
している。しかしながら一般に，企業再編の検
討は，財務部門や事業戦略企画部門を中心に初
期検討がなされており，残念ながら知財部門は
スキームが概ね固まった後に検討に加わること
が多い。このため，再編の対象となる事業に必
要不可欠なライセンス契約が既に立案された企
業再編スキームに耐えるものとなっていないこ
とがある。

また，ライセンス契約の他方当事者の立場か
らも，相手方当事者の企業再編により，ライセ
ンス契約における自己の権利・義務の範囲が大
きく変動する可能性がある。

2009年度，2010年度ライセンス第１委員会第
２小委員会は，このような問題意識の下，企業
再編に伴うライセンス関連条項についての調査
研究を行った。この２年間に渡る調査研究の結
果得られた成果のうち，実務上典型的と考えら
れた再編事例と，その再編事例において再編を
意識したものとなっていない条項を持ったライ
センス契約があった場合に影響を受けやすい条
項を抽出し，問題点を指摘するとともに，その
商慣習を含めた法的な解釈および善後策ならび
に再編を意識した条文例をまとめた。なお，本
稿は，日本法を準拠法として，ライセンサから
ライセンシに一方向的に実施許諾をする単純な
ライセンス契約において，ライセンシが再編を
行う場合を対象としている。
なお，本稿は，2010年度小委員会のメンバで
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ある上野（小委員長，IHI），坂上（小委員長補佐，
田辺三菱製薬），奥村（タムロン），尾辻（アシ
ックス），畔柳（富士ゼロックス），五味（富士
通），飛田（リコー），平石（シャープ），美間（カ
シオ計算機），望月（楽天）が執筆を担当した。

2 ． 問題の所在とその解釈

ライセンシ側に企業再編が生じた場合，ライ
センシの立場からは以下の点が問題となると考
えられる。
１）契約の存続を含め，契約上の地位や権限
を再編後の組織に適正に移転できるか。
２）契約の対象である技術を再編後の組織に
おいて適正に実施できるか。
また，ライセンサの立場からは以下の点が問
題となると考えられる。
３）意図せざる実施許諾を与えることになら
ないか。
４）意図せざる収益機会の逸失につながらな
いか。
１）の問題については，会社法上，一般承継
であれば契約がライセンサの承諾を得ることな
くライセンシから再編先に移転するのに対し，
特定承継の場合には，ライセンサの承諾を得る
必要があることに起因する。したがって，特定
承継となる再編スキームを採用した場合，当該
契約をライセンシから再編先に承継させるため
には，ライセンサの承諾を得なくてはならない。
この場合，ライセンシまたは再編先は，ライセ
ンサとの間で当該契約を移転するための交渉を
持つことになるので，その交渉の過程で合理的
な着地点を見出すことができるし，見出しえず
当該契約が移転できない場合には，当該再編後
に当該契約が実施できなくなる。一方で，一般
承継となる再編スキームを採用した場合でも，
当該契約に移転禁止特約が付いていた場合，契
約上の地位は移転するものの，ライセンシが移
転禁止という債務に対する不履行を行ったと解

され，当該契約の解約などのペナルティが課さ
れ，最悪当該契約にもとづく事業が実施できな
くなる。また特許法第94条第１項には，「通常
実施権は，…実施の事業とともにする場合，特
許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般
承継の場合に限り，移転することができる。」
と規定されている。当該条項は，強行規定との
説も任意規定との説もある。だが，我々の知り
得る範囲では，当該条項に対して判示されたこ
とはなく，換言すると，当該条項は当事者間の
主要な争点とされた事例が極めて少ないものと
推測される。したがって本稿では，特許法第94
条第１項の規定を強行法規と解釈するか任意法
規と解釈するかは契約交渉において交渉材料と
して使い得るものとして指摘するとともに，契
約書ドラフトにおいては，当該条項が問題とな
らないようなドラフトをする必要があることの
指摘に止める。
２）～４）の問題については，契約の承継の

問題というよりは，第一義的には契約書の条文
の書き方に依存する問題であると考えられる。
しかしながら，想定したリスクに対して法的に
適正に解釈できるようにドラフトすることに一
定の技術を要すると考えられる。
これらの問題点を踏まえた上で，以下の各節

に，簡略化した企業再編事例とその検討結果，
ならびに契約条項例を示す。なお，各条項例に
ついては，契約交渉およびそれぞれの再編を契
機とした両当事者の協議の材料としての本小委
員会の私見であり，あらゆる場面での有効性ま
でを検証したものではないことをご留意いただ
きたい。

3 ． 再編形態と影響を受ける条項の検討

以下の各節で，典型的な企業再編事例とそれ
に影響を受ける条項の検討結果を示す。なお以
下において，ライセンサをＸ，ライセンシをＹ，
ライセンシの子会社をｙ，再編相手をＡと示し
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た。

3．1　再編形態に依存しない条項

Ｙに企業再編が起こることに備え，Ｘとして
は，ライセンス許諾の範囲が契約締結当初の想
定以上に増大しないように，また，実施規模に
見合った実施料収入が得られるように（Ｙの実
施規模が増大するとき），もしくは，当初想定
した実施料収入が得られるように（Ｙの実施規
模が縮小するとき），契約上の手当をしておく
ことが望ましい。これらは，Ｙの企業再編形態
に依存する部分も大きいが，一方で再編形態に
かかわらず契約ドラフトによる手当が可能な条
項もある。ここでは，再編形態にかかわらず契
約ドラフトによる手当が可能な条項として，許
諾特許・許諾製品条項と対価条項について考察
する。

（1）許諾特許・許諾製品条項
Ｙに企業再編が起こり，Ｙの事業領域が拡大
し，実施規模が増大した場合，許諾特許・許諾
製品の定義が曖昧であると，Ｙの状況変化に伴
ってライセンスの実施範囲や規模も契約締結当
初の想定以上に広がりかねない。実施料収入が
増えることでよしとするのであれば（対価がラ
ンニングロイヤリティである場合）特段の問題
は生じないが，ＡがＸの競合企業であるような
場合など，実施料収入よりもライセンシの実施
範囲や規模を限定することを優先することも想
定される。
許諾特許の制限の例としては，対象特許のリ
スト化，出願日による限定（契約締結日前，締
結日時点，契約有効期間中等），ファミリ特許
の有無等が考えられる。許諾特許をリスト化し
た場合は，当該リストで特定した許諾特許のみ
実施許諾の対象となる。許諾製品については，
例えば近年の電気機器の多機能化が顕著な例と
して挙げられるが，許諾製品を「デジタルカメ

ラ」とした場合に，携帯電話端末に付加された
カメラ機能が契約上の許諾製品に含まれるのか
疑義が生じる虞がある。そこでＸとしては，契
約ドラフトで許諾製品を定義するときに，契約
期間中に予想される技術動向を踏まえた上で，
機能や用途による限定を明確に定義することも
検討すべきである。
加えて，Ｘとしては，再協議条項や解約条項

でＹに再編が生じた場合の実施規模の変動につ
いてＹと協議できる余地を残しておくほか，次
のような条項も有効であると考える。以下にそ
の例を示す。
　 『Ｙが対象製品を製造，販売する事業を第
三者から特定承継または一般承継により譲
り受け，もしくは第三者を吸収，合併また
はＹの子会社とすること等によって，第三
者が対象製品を製造，販売する事業を自己
の事業とした場合，当該譲受，吸収，合併，
子会社化する前から当該第三者が製造，販
売していた部分については，本契約に基づ
く実施許諾の効力が及ばない。』

（2）対価条項
Ｙからの実施料収入を期待してライセンス契

約を締結する場合，ＸとしてはＹの実施規模の
増大に応じた実施料収入が得られるとともに，
実施規模が縮小した場合にも一定レベルの実
施料収入が得られるよう手当しておく必要があ
る。
対価条項は，大きく分けて実施規模に見合っ

た実施料を支払うランニングロイヤリティとす
る場合と，契約締結時（または一定期間ごと）
の一時金とする場合（またはその組み合わせ）
がある。Ｘとしては，実施料収入を重視するの
であれば，Ｙの実施規模が縮小する再編が生じ
た場合でも一定規模の実施料収入が得られるよ
う手当てしておきたい。一方，Ｙの規模が増大
する再編が生じた場合には，確実に増加分に対
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する実施料が得られるよう手当しておきたい。
前者はランニングロイヤリティ方式の場合に，
後者は一括払いの場合にそれぞれ対応を要する
が，具体的な対応方法としては，ミニマムロイ
ヤリティの設定（ランニングロイヤリティの場
合），実施数量上限設定（一時金の場合）等が
考えられる。以下に，それぞれの場合の条項例
を例示する。

＊ミニマムロイヤリティの条文例：
　 『Ｙは，本件特許の実施許諾の対価として，
次のとおりＸへ実施料を支払う。Ｙによっ
て販売された対象製品の正味販売価格にＭ
％を乗じた価格，または最低実施料Ｎ円の
いずれか高い金額。』

＊実施数量上限の条文例：
　 『Ｙは，本件特許の許諾の対価として，本
契約締結時に金Ｍ円をＸに支払う。ただし，
Ｙが第三者による対象製品の製造，販売の
事業を自己の事業としたことにより，対象
製品の販売数量が年間Ｎ台を超えた場合，
Ｙは，当該対価額の見直しについてＸと協
議しなければならない。』

3．2　事業譲渡の事例（特定承継）

本節では事業譲渡の事例として３つの事例に
ついて検討を行う。①ライセンス契約に基づき
実施している全ての事業がＹからＡへ譲渡され
る場合，②ライセンス契約に関連する事業をＡ
からＹが譲り受ける場合，③ライセンス契約に
基づき実施している事業の一部がＹからＡへ譲
渡される場合，の３事例である（図１参照）。
事業譲渡とは会社の事業の全部，または重要
な一部の譲渡である（会社法第467条）。類似の
手段として会社分割があるが，一般承継である
会社分割とは異なり，事業譲渡の場合には事業
に関する債権債務が譲渡人から譲受人へ特定承
継されるため，契約の承継にあたっては個別に

契約についての相手方（上記の事例の場合，Ｘ）
の同意が必要である。
事例①では，Ｙが許諾を受けている事業の全

部の譲渡であり，ライセンス契約の移転を行う
場合はＸの同意が必要となる。

そのため，ライセンス契約の条件の変更が必
要であればＸは同意せずにＡと新たな個別契約
の交渉を行うこともできる。Ｘの立場として，
Ａとの交渉を望むのであれば，Ｙとのライセン
ス契約において，事業に大きな変更が生じた場
合や事業の譲渡の場合に協議および解約を可能
とする条項を設けておくことで，その意図は明
確になると考えられる。以下にその例を示す。
　 『Ｙが次の各号のいずれかに該当した場合，
ＸとＹは，直ちに本契約の取扱いを協議す

図１　事業譲渡事例

①ＹからＡに事業譲渡 

②ＡからＹに事業譲渡 

③ＹからＡに一部事業譲渡 

Ｘ Ｙ Ａ

Ｘ Ｙ Ａ

Ｘ Ｙ Ａ

Ｘ Ｙ Ａ

Ｘ Ｙ Ａ

Ｘ Ｙ Ａ
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るものとし，かかる協議が整わなかった場
合，Ｘは，本契約を解約することができる。
　 （1）許諾製品に係わる事業の全部もしくは
一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
　 （2）…』
事例②では，ＡからＹに譲り受けた事業が契
約の対象であるかどうかを確認する必要があ
る。許諾製品の定義のドラフトの問題であり，
3. 1節で既に述べた通りである。
また，解約条項などに「Ｙの事業に大きな変
更が生じた場合にＸは解約を可能とする」と規
定されていることも多い。しかし，「事業に大
きな変更が生じた」という規定のみでは，「大
きな」の解釈により，比較的小規模な事業規模
変化の場合や許諾を受けている事業と異なる事
業の場合なども含まれると解され，Ｙの立場か
ら考えると，ライセンス契約を解約される可能
性が無用に広がる虞がある。そのため解約権を
行使できる条件をある程度明確にした解約条項
を記載しておくことが必要と考える。例えばＹ
が許諾を受けている許諾対象製品が「デジタル
カメラ」の時，以下の条項が考えられる。
　 『Ｘは，Ｙに以下が生じた場合，ただちに
本契約を解約することができる。
　１．…
　 ２．本契約を締結した年の売上げを基準と
して，許諾対象製品の売上げが２倍を超え
た場合。
　 ３．許諾対象製品として挙げられていない
分野の新製品に許諾対象技術を適用した場
合。ただし，かかる新製品が撮像機能を有
するものであっても，当該機能を主目的と
しない最終製品（組込みを目的とする部分
品を含む）の場合はこの限りでない。』
最後に，事例③はＹにライセンス契約の対象
事業が残ることになるため，ライセンス契約の
移転は伴わないのが通常と考えられる。そのた
め，問題点は，事業の一部を譲り受けたＡが実

施できるかどうかである。
この場合，Ａは，Ｙがサブライセンス権を有

していない限り，無権利者であり実施できない
のが原則である。なお，前述のように特許法第
94条第１項による通常実施権がＡに発生すると
いう考えもあることに留意し，ライセンサとし
ては，少なくとも任意規定としての当該条項の
適用を排除するため，以下のような条項を設け
ておくことが有効なのではないかと考える。
　 『Ｙが本契約に係る特許権についての事業
を第三者に譲渡した場合，当該第三者に譲
渡された事業には本契約の効力は及ばず，
本契約に係る特許権についての通常実施権
は発生しないものとする。』

3．3　株式譲渡・移転・交換の事例

本節では，株式譲渡・移転・交換の事例につ
いて検討を行う。④ＹがＡを子会社とする場合，
⑤ＹがＡの子会社となる場合，⑥ｙがＡの子会
社となる場合，の３事例である（図２参照）。
株式譲渡等により株式を取得する方法は，株

式を取得される会社の法人格に変動が生じない
ため，ライセンス契約の承継の問題は生じない。
このため，ライセンサとしては状況が変化した
にもかかわらず，締結時の条件でライセンス契
約を続けることによる不利益を回避する必要が
ある。
事例④および事例⑤に特徴的な問題として，
子会社・関連会社条項があげられる。実施権を
Ｙの子会社・関連会社に限定して及ぼす場合，
ライセンス契約に子会社・関連会社条項を設け
る必要がある。当該条項で実施権が及ぶ範囲を
ⅰ）契約期間内に，ⅱ）直接または間接的に，ⅲ）
Ｙが支配し，Ｙを支配し，またはＹと共通の支
配下にある，会社としたような場合，事例④で
は，ライセンス契約期間中にＹの子会社となっ
たＡにも実施権が及ぶ。また，事例⑤では，事
例④と同様に，Ｙの親会社となったＡにも実施
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権が及ぶこととなる。Ｘにとっては，ライセン
ス契約の対象として想定外であったＡにライセ
ンスの範囲が広がり，不本意なライセンス対象
の拡大が生じる可能性がある。
この問題を回避するためには，あらかじめ，
子会社・関連会社条項をⅰ）対象会社を名称で
特定する，またはⅱ）契約締結時点の子会社・
関連会社に限定する，方法が考えられる。
その他事例⑤特有の問題として，あらかじめ，

ライセンシの支配権の変動があった場合に契約
の解約・協議を可能とする条項であるチェンジ
オブコントロール条項（COC条項）をライセ
ンス契約に設ける必要性があげられる。ＸとＹ
の親会社となったＡが競合していた時に，Ｘが
Ａの利益に繋がるライセンス契約を解約できる
よう，COC条件に基づく解約・協議条項等の
対応が必要と考える。以下に解約・協議条項で
対応する場合の一例を示す。
　 『Ｘは，Ｙが次の各号のいずれかに該当し
た場合，本契約の全部または一部を解約す
ることができる。

　 （1）重大な資本関係もしくは資本構成の変
動があったとき

　（2）…』
事例⑥は，Ｙの子会社ｙがＡの子会社となる

場合であり，Ｘ－Ｙ間に変化は生じない。この
ため，本事例ではｙが実施権を持つかどうかが
問題になるものと考える。特許法第94条第１項
の観点からのｙが有している実施権に関する議
論は，3. 2節の事例③の議論と同じであるので，
そちらを参照されたい。

3．4　吸収合併の事例（一般承継）

本節では，合併の事例として，⑦Ｙが存続会
社としてＡと合併する場合，⑧Ｙが消滅会社と
してＡと合併する場合，⑨ｙが消滅会社として
Ａと合併する場合，の３事例について検討を行
う（図３参照）。
なお，会社法上，合併には吸収合併の他，新

設合併が規定されているが，実務上，新設合併
がなされることは極めて稀であるため，本稿で
は検討の対象とはしなかった。
会社法上，吸収合併は，一般承継とされてお

り，存続会社は，消滅会社のすべての契約を承
継することとなる。すなわち，事例⑦の場合は
ＹがＡの契約を承継し，事例⑧，⑨の場合は，
ＡがそれぞれＹ，ｙの契約を承継する。本稿の

図２　株式譲渡事例
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趣旨から，事例⑦については契約の移転にかか
わる問題を考察する必要はなく，再編（吸収合
併）に伴う実施規模の変動に関わる問題を検討
すればよいことになる。一方事例⑧，⑨の場合
については，ライセンス契約そのもの（事例⑧
の場合）またはライセンス契約に基づきｙが有
している実施権（事例⑨の場合）がＡに移転す
ることとなるが，その移転の効果がどのように
ライセンス契約に規定されているかにより，帰
結は異なることになる。
事例⑦については，前述のとおりＹがＡを吸
収合併することに伴い，ア．旧Ａの製品にまで
Ｘからの実施許諾が及ぶ可能性と，イ．旧Ａの
製品に実施許諾が及ぶとして，実施料がＸの意

思と齟齬をきたす可能性があるという問題があ
る。これらの問題については，3. 1節において
検討しているので，そちらを参照されたい。
事例⑧については，ライセンス契約がＡに移

転するかどうか，という点で問題が生じること
が考えられる。吸収合併は会社法第２条第27号
の規定から一般承継であり，ライセンス契約が
Ａに移転することは間違いがない。しかしなが
ら，当該契約において譲渡禁止特約が設定され
ていた場合，特許法第94条第１項が存在してい
るものの，少なくとも当該契約締結時点での両
当事者の意思として，契約移転を望んでいなか
ったと解し得るため，ＹまたはＡとしては，混
乱を避けるためにＸの承諾を得ておく方がよい
と考える。
事例⑨については，まずｙが得ている実施権

がどのような根拠によるものであるのか，が重
要となってくる。すなわち，ア．ライセンス契
約に基づき，Ｙがｙに許諾するサブライセンス
であるのか，あるいは，イ．「Ｘは，Ｙまたは
Ｙの子会社に対し，通常実施権を許諾する」と
いう子会社規定に基づくＸ－ｙ間の実施許諾で
あるのか，という点が問題となってくる。イの
規定が子会社へのサブライセンスと解される場
合は，アと同じであるが，Ｘ－ｙ間で直接実施
権の許諾がなされていると解され得る場合は，
事例⑧と同様，一般承継に伴う問題が生じるこ
ととなる。なお，いずれの場合であっても，実
務的には，契約締結時の当事者の合理的意思は，
Ｙの子会社であるからこそｙに実施権が与えら
れる，すなわち，ｙがＹと資本関係を喪失した
時点で，Ｘからｙへの実施権が消滅すると考え
られる。しかしながら，多くの契約書ではこの
ような規定はなされていないことが多いため，
定めなき文言に基づく権利移転の主張がなされ
る可能性は十分にある。このような争いを避け
るためには，ｙに対する実施権は，Ｙとの資本
関係に基づいて付与されるとの制限を明確にし

図３　吸収合併事例
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た文言を入れるのがよいと考えられる。
　 『Ｘは，ＹまたはＹの子会社に対し，通常
実施権を許諾する。ただし，Ｙの子会社に
対する通常実施権は，（本契約○条に定め
る子会社）に該当する限り有効に存在する
ものとする。』

なお，事業譲渡による場合も含むが，合併の
事例に特有の問題として，Ｘ－Ｙ間のライセン
ス契約だけでなく，Ｘ－Ａ間のライセンス契約
も存在しており，かつ両者でその条件が異なっ
ている場合（例えば，実施料率が，片や５％，
片や８％となっている場合）に，合併後にどの
契約が有効となるかについては，対象となる両
契約書のドラフトに依存することになるが，協
議条項に基づき，速やかに協議を行い，合理的
な解を見出す必要がある。

3．5　分割の事例（一般承継）

会社法上，分割には，吸収分割と新設分割が
規定されている。本稿の趣旨で捉えた場合，両
者で問題の本質はほぼ同質であるため，本項で
は事例として，吸収分割の事例を一つ取り上げ
ることとした（図４参照）。

事例の形態としては，3. 2節の事業譲渡の事
例①と見かけ上同じに見える。しかしながら，
事業譲渡が特定承継であるのに対し，吸収分割
は一般承継であり，吸収分割計画書において特
定された契約は，当該契約の相手方の承諾を得
ることなく移転することとなる。したがって，

3. 2節の事例①と異なり，ＹからＡへのライセ
ンス契約の移転をＸが関知し得ないことがあ
る。無論，移転後の実施料支払債務はＡが負う
こととなるし，あるいは実施に伴いＸの技術支
援や品質確保のための関与が必要な契約もある
ため，どこかの段階でＸはＹから移転通知を受
けることとなるが，移転に異を唱えることはで
きない。Ｘの立場からは，Ａが競合である場合
など移転を認めたくない，あるいは，条件によ
って認める，という優位を保ちたいという要求
があると推測されるため，契約書作成時には，
そのような規定を盛り込む必要がある。以下に
その例を示す。
　 『Ｙは，自己の事業再編（事業譲渡，会社
合併，分割等を含む）が生じた場合，公表
後可能な限り速やかに，Ｘに対し，書面に
て通知をする。通知を受けたＸは，Ｙおよ
び／または事業承継人と，本契約の取扱い
について，協議を行うことができる。ただ
し，当該通知後，Ｘが書面による協議の申
し出を○○日以内に行わない場合は，この
限りではない。』

また，これは，事業譲渡と同様，吸収分割の
対象事業と非対象の事業，すなわち，Ａに吸収
される事業とＹに残留する事業の両者がＸから
許諾を受けた実施権を必要とする場合が考えら
れる。この場合は，ライセンス契約が ア．Ｙ
に残留するとき，イ．Ａに移転するとき，のい
ずれかが考えられる。いずれの場合であっても，
ライセンス契約の地位を承継しない側は承継す
る側からサブライセンスを受けるか，Ｘから直
接実施許諾を受けるかしかないため，Ｙとして
は，契約時点でそのための手当てをしておくこ
とが好ましい。一例としては，以下のような文
言を入れることが考えられる。
　 『Ｙの事業再編（事業譲渡，会社合併，分
割等を含む）後，Ｙまたは事業承継人（以

図４　吸収分割の事例

⑩ＡがＹの事業を吸収分割 

Ｘ Ｙ Ａ

Ｘ Ｙ Ａ

　本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 61　No. 11　2011 1699

下同じ）であって契約上の地位を承継して
いない者が本契約に規定する実施許諾を必
要とする場合，Ｙは，Ｘと協議を行うこと
ができる。ただし，Ｘは，合理的な理由が
ない限り，当該実施許諾を拒否または保留
することはできない。なお，当該実施許諾
の条件は，協議の上，事業規模，販売数量・
額などを考慮して定めるものとする。』

4 ． おわりに

実際の場面で直面する事象は，本稿で事例と
して紹介したものよりも複雑であることとは思
う。しかしながら，丁寧に解きほぐし，要素に
分解していくと，本稿に紹介した事例や参考文
献に挙げられた事例に相当，または類似したも
のとなるという場合が少なくないと当小委員会

の議論の結果至った。本稿が，読者各位が今後
直面する事象を解決する際の参考，実務におい
て相手方との協議の際の論拠を模索するきっか
け，あるいは契約書作成の参考になれば幸いで
ある。
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